
 

 

 

2020年 12月 25日 

 

「〈ひろぎん〉家族みまもり信託」の取扱開始について 

 

 株式会社広島銀行（頭取 部谷 俊雄）では、高齢化社会の進展に伴い、生前の財産管理に関する不安

およびご家族の財産管理ニーズへの対応として、「〈ひろぎん〉家族みまもり信託」の取扱いを開始しま

すので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．目的 

 高齢化社会の進展に伴い生前の財産管理に関する不安が高まる中、「認知症等になってもしっかり財産を

管理しながら日常の生活を送りたい」というニーズにお応えするものです。 

 

 

２．商品の特長 

(1)「代理人」の指定 
ご自身の意思で指定した「代理人」に財産管理を任せることができ   

ます。 

(2)「代理人」による 

信託財産の受け取り 

医療費や介護費等、ご契約者さまのためのご資金を「代理人」の請求に

より受け取りいただけます。 

(3)定時定額での受け取り 
認知症等の発症後は、臨時請求に加え、定時定額での受け取りもでき  

ます。 

(4)円滑な資産継承   

あらかじめ指定した「お受取人」に残余財産を交付します。煩雑な相続

手続きは不要で、簡単な手続き（死亡診断書などのご提出）により一時

金を受け取ることができます。 

＊商品概要の詳細は【別紙】をご参照ください。 

 

３．取扱開始日 

  2021年 1月 4日（月） 

 

４．取扱窓口 

  広島銀行本支店 

  ※一部取扱いしていない店舗があります。詳しくは当行ホームページをご覧ください。 

  以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 アセットマネジメント部 

℡（082）247－5151 



【別 紙】 

《商品概要》 

商 品 名 〈ひろぎん〉家族みまもり信託 

対 象 と な る 方 個人のお客さま 

信 託 金 額 200万円以上 3,000万円以下（1万円単位） 

追 加 信 託 追加信託可（100万円以上） 

信 託 期 間 5年以上 30年以内（1年刻み） 

代 理 人 の 指 定 推定相続人を指定（1名） 

残 余 財 産 の 受 取 推定相続人を指定（最大 3名まで） 

元 本 補 填 あり 

預 金 保 険 適用 

信 託 報 酬 
管理報酬：信託設定時、追加信託設定時に申込金額の 2.2％（消費税込み） 
       最低報酬は 55,000円（消費税税込み） 
運用報酬：信託期間中に、信託財産に対し一定の運用報酬 

 

《仕組図》 

 


















